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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月２７日 ０５時０３分ごろ 

発生場所 長崎県大村市松原
まつばら

漁港西方沖（大村湾） 

 鉢巻
はちまき

山三等三角点から真方位２７４°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５８.７′ 東経１２９°５６.２′） 

事故の概要  プレジャーボート第１明 星
みょうじょう

丸は、南西進中、また、漁船たばた丸

は、漁具を揚げながら漂泊中、両船が衝突した。 

 たばた丸は、船長が負傷し、左舷船首部外板の亀裂等を生じ、ま

た、第１明星丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ プレジャーボート 第１明星丸、４.９１トン 

   ２９２－４７７４２長崎、個人所有 

   １０.１５ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１２１.４０kＷ、昭和５１年４月 

Ｂ 漁船 たばた丸、０.４トン 

   ＮＳ３－４０２１７３（漁船登録番号）、個人所有 

   ５.３６ｍ（Lr）×１.４５ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、平成３年８月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年６月１１日 

    免許証交付日 平成２５年１１月１１日 

           （平成３１年６月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年３月２６日 

    免許証交付日 平成２６年３月３１日 

           （平成３１年１１月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂、船首甲板に破損、左舷中央部ガンネルに

亀裂、左舷船首部の錨台が曲損、作業灯が流失等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時３０分ごろ、常用薄明開始時刻：０５時０３分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、家族及び友人の２人（以下「同

乗者」という。）を乗せ、操縦区画の上方のマストに上から順に白色

全周灯、赤灯、両色灯及び黄色回転灯をそれぞれ表示し、平成２８年

７月２７日０５時ごろ松原漁港南西方沖の釣り場に向けて同漁港を出

港した。 

 Ａ船は、船長Ａが、操縦区画の左舷側に立って手動操舵に当たり、

約１２～１３ノット（kn）の対地速力で大村市鹿
しか

ノ島を北方から西方

に回り込みながら、進行方向である南西方を見たところ、他船の灯火

を認めなかったものの、５～６個の白色点滅灯（漁具等のブイ）を認

めたので、それらの灯光を左舷側に見るように針路を定めた。 

 Ａ船は、松原漁港西方沖を南西進中、船長Ａが、０５時０３分ごろ

衝撃を感じて機関を中立にし、左舷側を見たところ、Ｂ船と衝突した

ことを知り、機関を後進にかけてＢ船に接近した。 

 船長Ａは、船長Ｂが負傷していたので、同乗者２人と共に船長Ｂを

Ａ船に引き上げ、知人に本事故発生の連絡を行ってＢ船のえい
．．

航を依

頼し、松原漁港の係留場所に帰った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、松原漁港西方沖において、作業

灯１個を点灯して船外機を停止し、船首を北方に向けて漂泊を始め、

船長Ｂが右舷船尾部に右舷船尾方を向いて立ち、南北方向約６００ｍ

の範囲に仕掛けていたしゃこ
．．．

かご漁のかご
．．

を北側から南側に向けて揚

げ始めた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船の漁具概略図 

 Ｂ船は、船長Ｂが、５０個仕掛けていたかご
．．

の半分以上を揚げた

頃、休憩する際に周囲の状況を確認したところ、右舷前方５０～６０

ｍ付近にＡ船を認め、Ａ船がＢ船の右舷側に向かって来る態勢であっ

たので、急いで船外機を始動し、大声で叫びながら、船尾を左に振っ

て後進したものの、その船首部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ａの知人の船により、松原漁港の係留場所にえい
．．

航さ

れた。 

ブイ 

かご 

約６００ｍ 
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 船長Ｂは、Ａ船の同乗者が運転する車で病院に行き、鼻骨骨折疑

い、顔面打撲傷及び口腔内裂創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、約１２～１３knの対地速力で航行すれば、船首が浮上し、

船首方約２０°の範囲に死角が生じていた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の操縦区画からの見通し状況 

 Ａ船は、船長Ａが、本事故当時、船首方の死角を補う目的で、

時々、操縦区画の左舷側から顔を出して前方を見ていたが、操縦区画

を囲ったオーニングにより、正船首方から右舷側が見えにくい状況で

あった。（写真２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

  写真２ Ａ船の操縦区画   写真３ 操縦区画の左舷側からの 

                    見通し状況 

 船長Ｂは、作業灯として、アルミ製の傘を被
かぶ

せた３０Ｗの白熱電球

を左舷中央部ガンネル上の高さ約１ｍの所に取り付けており、Ｂ船と

同じ様な作業灯を点灯している僚船が約４００～５００ｍの距離から

見えていたので、Ｂ船の作業灯も同じくらいの距離から見えるものと

思っていた。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の作業灯（再現） 
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 Ｂ船の灯火設備は、本事故当時、作業灯のみであった。 

 船長Ｂは、ふだん、明るくなってから出港するようにしていたが、

本事故当時、用事があったので、０４時２０分ごろ出港したものの、

松原漁港の係留場所から約６００～７００ｍの近い場所で操業するの

で、作業灯を点灯していれば、日出前の暗い時間帯に航行しても問題

ないと思っていた。 

 船長Ｂは、航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれるものと思っ

ており、操業中、７～８分ごとに休憩する際、周囲の見張りを行うよ

うにしていた。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を行うことができる手段を講じてい

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、松原漁港西方沖を南西進中、船長Ａが、同漁港出港時に鹿

ノ島付近から南西方を見た際、同方向に他船の灯火を認めていなかっ

たので、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張り

を適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、鹿ノ島付近から南西方を見た際、衝突場所付近まで約７

００～８００ｍの距離があり、Ｂ船の作業灯の視認距離がそれよりも

短かったと推測できることから、Ｂ船の作業灯が見えなかった可能性

があると考えられる。 

 船長Ａは、本事故当時、船首方の死角を補う目的で、時々、操縦区

画の左舷側から顔を出して前方を見ていたが、正船首方から右舷側が

見えにくい状況であったことから、Ｂ船の作業灯に気付かなかった可

能性があると考えられる。 

 Ｂ船は、松原漁港西方沖で船首を北方に向けてしゃこ
．．．

かご漁のかご
．．

を揚げながら漂泊中、船長Ｂが、航行中の他船が操業中のＢ船を避け

てくれるものと思い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ

船に向かって接近するＡ船に気付くのが遅れ、５０～６０ｍ付近に接

近したＡ船に気付いて声を出し、機関を後進にかけて衝突を回避しよ

うとしたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、松原漁港の係留場所から約６００～７００ｍの近い場所

で操業するので、作業灯を点灯していれば、日出前の暗い時間帯に航

行しても問題ないと思い、作業灯を点灯していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、法定灯火の設備がなかったことから、夜間に航行してはな

らなかった。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、松原漁港西方沖において、Ａ船が南西
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進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、船

首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、航

行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれるものと思い、見張りを適切

に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・日没から日出までは法定灯火を表示すること。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えない場合、有効な

音響による信号を行うことができる手段を講じておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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大村市 

× Ｂ船(漂泊中) 

事故発生場所 
（平成２８年７月２７日  
０５時０３分ごろ発生） 

Ａ船 
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